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【年通号数】公開・登録公報2015-019
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【国際特許分類】
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   Ｇ０６Ｆ   17/30     １７０Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月5日(2016.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文書中のテキストのユーザーによってなされた選択を受領する段階と；
　少なくとも部分的には選択されたテキストに一つまたは複数のクエリー拡張技法を適用
することによって生成されたクエリーを含む複数の候補クエリーを取得する段階と；
　少なくとも部分的には（ｉ）選択されたテキストの一部または全部および追加的なテキ
ストを含む前記文書中のテキストを含むコンテキストから導出される言語モデルまたは（
ｉｉ）クエリーであって該クエリーと対にされた文書の内容に関係しているクエリーを有
するものとして人間の検査者によって識別された文書とクエリーの対の集合をもってトレ
ーニングされる人工知能システムに基づいて、前記複数の候補クエリーを、一つまたは複
数の処理要素によってランク付けする段階とを含む、
方法。
【請求項２】
　前記クエリー拡張技法は、クエリー・ログに対してK平均アルゴリズムを適用すること
、クエリー・ログをパースすることによって生成されるクエリー‐文書二部グラフ上でラ
ンダム・ウォークを実施すること、クエリー・ログから生成されたクエリー‐フロー・グ
ラフ上でページランク・アルゴリズムを実行することまたはクエリー・ログからターム関
連付けパターンをマイニングすることのうち少なくとも一つを含む、請求項１記載の方法
。
【請求項３】
　前記コンテキストが、所定数の単語またはキャラクタを有する前記文書のテキストの一
部を有しており、テキストの前記一部は、前記選択されたテキストがテキストの前記一部
の実質的に中央になるよう前記文書中で位置される、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ランク付けが少なくとも部分的には前記言語モデルに基づき、前記言語モデルは、
少なくとも部分的には、前記複数の候補クエリーのうちのクエリー内のいくつかの単語、
前記選択されたテキスト内のいくつかの単語および前記コンテキスト内のいくつかの単語
に基づく、請求項１記載の方法。
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【請求項５】
　前記ランク付けが少なくとも部分的には前記言語モデルに基づき、前記言語モデルは、
前記複数の候補クエリーからのクエリー内の単語が該クエリー内の直前の単語に依存する
二項言語モデルを含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の候補クエリーを、少なくとも部分的には前記ランク付けに従って順序付けさ
れたリストにおいて、ユーザーに対して呈示する段階と；
　前記複数の候補クエリーのうちの一つのクエリーのユーザーによる選択を受領する段階
と；
　前記候補クエリーのうちの選択されたクエリーを検索エンジンに提出する段階とをさら
に含む、
請求項１記載の方法。
【請求項７】
コンピューティング・システムに：
　ユーザーによる文書中のテキストの選択を、少なくとも部分的には選択されたテキスト
に基づく一つまたは複数の検索クエリーをユーザーに提供するコマンドとして解釈する段
階と；
　少なくとも選択されたテキストに基づいて複数の候補クエリーを取得する段階と；
　前記文書によって与えられるコンテキストに少なくとも部分的に基づいて前記候補クエ
リーをランク付けする段階とを実行させるためのコンピュータ・プログラム。
【請求項８】
　前記テキストの選択が：
　ユーザーがタッチスクリーン・ディスプレイ上に表示されたテキストに沿ってポインテ
ィング器具をドラッグすること、または
　ユーザーがタッチスクリーン・ディスプレイ上に表示されたテキストのまわりで概括的
に円形または卵型にポインティング器具を動かすことを含む、
請求項７記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項９】
　前記コンテキストが、前記選択されたテキストの少なくとも一部を含む前記文書からの
テキストのセクションを含み、前記ランク付けが、少なくとも部分的には前記候補クエリ
ーのうちのクエリー内およびクエリー・コーパス内の単語の数に基づいて候補クエリーを
ランク付けする二項言語モデルを使うことを含む、請求項７記載のコンピュータ・プログ
ラム。
【請求項１０】
　前記コンテキストが、前記選択されたテキストを含む前記文書からのテキストのセクシ
ョンを含み、前記ランク付けが、文書／クエリー・タプルのデータ・セットを使う人工知
能システムを使うことを含み、前記文書／クエリー・タプルのそれぞれのタプルにおける
文書とクエリーとの間の対応は人間の検査者によって検証されている、請求項７記載のコ
ンピュータ・プログラム。
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